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第１  上申の趣意 

 

 上申者は、ロックバンド「爆風スランプ」のリーダー兼ドラマー「ファン

キー末吉」として知られる音楽家であるところ、作曲家、演奏家、ライブハ

ウス関係者の３つの立場を併有するとの稀有な経験をする中で、一般社団法

人日本音楽著作権協会（以下「JASRAC」という。）の事業運営につき、下

記のとおり、著作権等管理事業法（以下「管理事業法」又は「同法」という。）

に違反する事実（同法２１条１項１号）及び業務運営に関して委託者又は利

用者の利益を害する事実（同法２０条）が存在するとの認識に至った。 

 

(1) ライブハウスに係る演奏権管理事業において、「ライブハウスの経営

者」以外の第三者（出演者、主催者等）からの利用許諾を受け付け

ず、もって正当な理由なく取扱著作物等の利用の許諾を拒むことを

禁じた管理事業法１６条に違反している。 【上申(1)】 

(2) 上記事業において、包括契約とサンプリング分配に依拠した運用を

行うことにより、実際に演奏された管理著作物の委託者に著作権使

用料を分配せず（真の権利者に分配しない運用）、また利用者の円滑

な利用に適した実用的な曲別処理システムを利用者に提供すること

が容易であるにもかかわらず、これを懈怠し（円滑な利用を害する

システム）、もって「委託者」及び「利用者」の「利益を害する」運

営（管理事業法２０条）を行っている。 【上申(2)】 

 

 このため、上申者は、JASRAC に対し、管理事業法１９条所定の調査並

びに業務改善命令（同法２０条）及び（又は）事業の一部停止命令（同法２

１条１項１号）その他の適切な措置を講じられたく、文化庁長官に上申する。 
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第２  上申(1) — 管理事業法１６条違反（不当な許諾拒否） 

 

１  上申の趣旨 

JASRAC は、その管理する音楽著作物（以下「管理著作物」という。）を

ライブハウスにおいて生演奏することを希望する出演予定者に対し、そのラ

イブハウスが使用料相当額の清算を了していないとの理由により利用を拒

否している。 【違反事実(1)】 

また、JASRACは、ライブハウスにおける生演奏につき、ライブハウスの

経営者以外の者（演奏者、ライブ主催者等）からの管理著作物の利用許諾申

請を一律に拒否する運用を行っている。 【違反事実(2)】 

 これらの各運用は、いずれも「正当な理由」なく「取り扱っている著作物

の利用の許諾」を拒む行為を禁じた管理事業法１６条に違反し、「この法律

…に違反したとき」（同法２１条１項１号）に該当するとともに、「業務運営

に関して委託者又は利用者の利益を害する」もの（同法２０条）にも該当す

ることから、文化庁長官におかれては、JASRACに対し、社交場（ライブハ

ウス）に係る演奏権管理事業について、その一部停止命令（同法２１条１項

１号）を発出し、上記各運用を中止させた上、「ライブハウスの経営者」以

外の第三者（出演者、主催者等）からの曲単位の利用許諾申請に応じるよう

命ずる業務改善命令（同法２０条）を発出する等の適切な措置を講じられた

い。 

 

２  上申の理由 

(1)  違反事実(1) − 店舗の使用料清算未了を理由とする許諾拒否 

ア  JASRAC は、東京都八王子市横山町７丁目６番東亜建設第七ビル６階

所在のライブバー「Live Bar X.Y.Z.→A（ライブバー エックスワイ

ジートゥーエー）」（以下「本件店舗」）で演奏するために出演予定者が行

った利用許諾申請に対し、 

「下記の店舗による無許諾利用期間の使用料相当額の清算が未了であ

る」 

との理由の記載された書面を各申請者に送付し、その利用を全て拒否し

た（資料１の１〜４）。 

イ  しかし、管理事業法１６条は、「著作権等管理事業者は、正当な理由が

なければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。」

と定めており、その「正当な理由」について、大阪高等裁判所平成２０

年９月１７日判決（デサフィナード営業妨害事件）は、次のように判示

している。 
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「第三者が利用許諾の申込みをした場合に、被控訴人協会（注 JASRAC）

が、控訴人による清算を利用許諾の条件とすることは、同法１６条の趣

旨に反し許されない」 

ウ  したがって、第三者（出演予定者）からの利用許諾の申込みに対し、

店舗の側の「清算が未了」であることを理由として当該第三者の利用を

拒否する運用は、「正当な理由」なく「取り扱っている著作物の利用の許

諾」を拒む行為（管理事業法１６条）に該当し、違法である。 

(2)  違反事実(2) − 経営者でないことを理由とする許諾拒否 

ア  JASRAC は、ライブハウスにおける生演奏につき、もっぱらライブハ

ウスの経営者からの許諾申請のみ受け付け、経営者以外の者（演奏者、

主催者等）からの許諾申請を受理しない運用を行っている。 

イ  この点、JASRACは、ホームページ上において、「飲食店での楽器演奏」

の「許諾方法」の欄において、「契約していただく『契約名義人』はお店

の経営者の方です。」と記載している（資料２３）。 

ウ  また、JASRAC職員も、JASRACが提起した訴訟（東京地方裁判所平

成２５年（ワ）第２８７０４号著作権侵害差止等請求事件。以下「本件

訴訟」という。）において、被告代理人の質問に対し、大要、以下のとお

り証言している（資料２）。 

① 使用料規程上、許諾の申請はライブハウスの経営者にお願いする

ようにしている。 

② 出演者側が毎回１曲当たり幾らを払うと申し出た場合（「何曲な

ので幾ら」という申請）でも、そのような申し出は受け付けず、

施設の経営者の方から申請してもらうようにしている。 

③ ライブハウス以外では、場所貸しのような形で１曲１回の申請を

主催者側から受け付けることはあるが、ライブハウスでは、その

ような申請を受け付けず、ライブハウス側に手続を求めている。 

エ  実際に、JASRAC は、平成２７年４月３０日、本件店舗におけるライ

ブイベントを企画・主催していた第三者が JASRACに対して行った利用

許諾の申請に対し、以下のとおり、申請者が「（ライブハウスの）経営者」

でないことを理由としてこれを拒否している（資料３）。 

「理由 ライブハウスの営業におけるライブ演奏については、使用料規

程中の『８ 社交場における演奏等』の規定により、当該施設の経営者

に利用許諾の手続をお取りいただくため。」 

オ  しかし、前記大阪高等裁判所平成２０年９月１７日判決（デサフィナ

ード営業妨害事件）は、以下のとおり判示している。 

「同法（注 管理事業法）は、管理事業者の登録制度や委託契約約款及
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び使用料規程の届出・公示等により、著作権等の管理を委託する者を保

護するとともに、著作物等の利用を円滑にし、もって文化の発展に寄与

することを目的とする （同法 1条参照）。そして、著作権者は利用許諾

をするか否かを自由に決定できる（著作権法 63条 1項参照）ことも考

慮すると、上記条項にいう「正当な理由」の有無は、著作権者 （著作

権の管理委託者）の保護と著作権の円滑な利用という法の趣旨を勘案し

て、許諾業務が恣意的に運用されることを防ぐという観点から判断すべ

きである。」 

「本件店舗で管理著作物を演奏しようとする第三者が利用許諾の申込

みをした場合に、控訴人も利用主体と認められるという理由で利用許諾

を拒むことは、当該第三者の管理著作物利用を過度に制約するおそれが

あり、また、著作権者の利益という観点からは、控訴人に対し過去の使

用料相当額の清算を促すという点では間接的である一方、当該利用許諾

をすれば得られたはずの使用料収入が得られないという不利益もある

のであって、第三者が利用許諾の申込みをした場合に、被控訴人協会が、

控訴人による清算を利用許諾の条件とすることは、同法１６条の趣旨に

反し許されないと解される。」 

したがって、「ライブハウスの経営者」からの利用申請でなければ受け

付けないとの JASRACの運用は、管理事業法１６条に違反して「正当な

理由」なく「取り扱っている著作物の利用の許諾」を拒むものであり、

原著作権者（管理委託者）の保護と著作物の利用の円滑化により文化の

発展に寄与するとの法の目的（同法 1条）に反するものである。 

(3)  違反の重大性 

ア  根拠の不明な運用 

JASRAC は、上記運用について、使用料規程中の「８ 社交場にお

ける演奏等」を根拠として指摘している（上記資料２及び３）。ところ

が、上記項目中のどの規定がライブハウスの経営者以外の申込みを禁じ

たものであるかを明らかにしておらず、実際に、ライブハウスの経営者

による申込み以外受け付けない旨を明示した規定は見当たらない。 

イ  司法判断を軽視する運用 

前記大阪高裁判決（デサフィナード営業妨害事件）は、JASRAC を

当事者とするものであり、「控訴人（店舗）も利用主体と認められると

いう理由で利用許諾を拒むこと」「控訴人（店舗）による清算を利用許

諾の条件とすること」は許されない旨の同判決の判示は、JASRAC に

向けられたものであるが、JASRAC は、上記運用を改めることなく継

続している。 
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ウ  違法運用の及ぼす悪影響 

著作権等管理事業者が「正当な理由」なく利用の申込みを拒否した場

合、権利を濫用し需要者等の権利を不法に侵害したものとして、利用申

請者に対する不法行為が成立するものとされている（神戸地判昭和４５

年７月１８日、前記大阪高判参照）。 

実際に、本件店舗においても、各申請者は利用拒否によりライブを中

止せざるを得なくなり、正当な収益活動及び演奏の披露の機会を奪われ、

キャンセル等の対応に労力・時間・費用等を費やさざるを得ず、財産的・

精神的損害を被っている（資料４及び５の１、２）。 

また、前記のとおり、当該運用により、演奏される予定になっていた

管理著作物の原著作権者（管理委託者）も、取得できたはずの使用料を

取得できず、経済的な損失を被る上（前記(2)オ参照）、国民も生演奏の

音楽を享受する機会を奪われることとなる。 

そして、当該運用により、JASRAC の「言い値」の使用料をライブ

ハウス側が支払わない限り、そのライブハウスでの管理著作物の演奏に

ついて許諾を受ける方法はないことになり、出演者はライブを開催でき

なくなるため、JASRAC の意に従わないライブハウスは、経営を維持

することが困難となる。 

(4)  小括 

このように、JASRACによる許諾拒否は、司法判断を軽視し、利用者に

損害を与え、権利者に経済的な損失をもたらし、ひいては聴衆（国民）か

ら音楽を享受する機会を奪うものであって、管理事業法の目的（１条）に

もとる違法行為であるから、ただちに是正される必要がある。 

 

３  結論 

以上のとおり、JASRAC の各違反行為は、管理事業法１６条の規定に違反

し（同法２１条１項１号）、委託者及び利用者の利益を害するものであって（同

法２０条）、その違反は重大である。 

このため、JASRAC に対しては、社交場（ライブハウス）に係る演奏権管

理事業の一部停止命令（同法２１条１項１号）を発出し、その事業の改善を行

わせた上、併せて、社交場（ライブハウス）の生演奏について、ライブハウス

の経営者以外の第三者（出演者、主催者等）からの曲単位の利用申請に応じる

よう業務改善命令（同法２０条）を発出する等の適切な措置を講じられたい。 
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第３  上申(2) — 包括契約・サンプリング分配による不適切運用 

 

１  上申の趣旨 

文化庁長官におかれては、管理事業法２０条に基づき、JASRAC に対し、

社交場（ライブハウス）における生演奏に係る演奏権管理事業の運営について、

実際に演奏された管理著作物の委託者に著作権使用料を分配するための実用

的な曲別処理システムを整備するよう命じる業務改善命令を発出する等の適

切な措置を講じられたい。 

 

２  上申の理由 － 総論 

管理事業法第２０条は、著作権等管理事業者の業務運営に「委託者又は利用

者の利益を害する事実」があるときは、文化庁長官が業務改善命令を発するこ

とができる旨定めているところ、JASRAC は、社交場（ライブハウス）に係

る演奏権管理事業の運営において、実際に演奏された楽曲を特定しない許諾・

徴収・分配の方法に依拠した運用を行い、これにより、実際に演奏された管理

著作物の委託者に著作権使用料を分配せず、もって「委託者の利益を害する」

運営（管理事業法２０条）を行っている（下記３）。 

また、JASRAC は、上記事業の運用において、利用者の円滑な利用に適し

た実用的な曲別処理システムを利用者に提供することが容易であるにもかか

わらず、これを懈怠し、もって「利用者の利益を害する」運営（管理事業法２

０条）を続けている（下記４）。 

したがって、JASRACの運用は、「委託者の利益」及び「利用者の利益」の

いずれをも「害する」ものであるから、改善される必要がある。 

以下、それぞれについて詳述する。 

 

３  委託者の利益を害する事実 − 真の権利者に分配しない運用 

(1)  総論 

JASRAC は、原権利者（管理委託者）の経済的利益を実現する目的で、

委託者に代わって著作権使用料を集金するための法技術として、権利者か

ら著作権の信託譲渡を受けているものである。 

ところが、JASRACは、社交場（ライブハウス）の分野において、実際

に演奏された楽曲を特定せず、特定少数の協力店におけるサンプリング調

査において該当したわずかな楽曲が全国各地で日々演奏されたものと擬制

し、その該当曲の権利者にのみ使用料を分配し、実際に全国各地で日々演

奏されている大半の楽曲の権利者（委託者）には使用料を分配しない運用

を行っている。 
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すなわち、JASRAC は、前述のとおり、「ライブハウス」のカテゴリー

において、ライブハウスの出演者からの利用許諾申請を拒否し、許諾申請

ができる者を「ライブハウスの経営者」のみに限定したうえ（前記第２参

照）、「ライブハウスの経営者」を曲目の特定が不要な「包括契約」に誘導

し（下記(2)）、不適格・不透明な「サンプリング調査」に基づいて使用料

の分配（下記(3)）を行っている（別紙スライド３の図参照）。 

なお、このような「包括契約＋サンプリング調査」の方式を改め、権利

者に正しく分配する曲別処理のシステムを導入することは、技術的・現実

的に容易である。なぜなら、JASRACは、「コンサート」の区分において、

すでにオンライン楽曲申請・報告システム（J-OPUS）を稼働させ、主催

者・出演者がインターネットを通じて曲別の許諾申請を行えるようにして

いるからである（下記(4)）（「コンサート」における演奏と「ライブハウス」

での演奏の区別自体が相対的かつ曖昧であり、異なる取扱いをすることに

合理性はない。）。 

したがって、IT技術の進歩した現代において、「社交場（ライブハウス）」

におけるライブコンサートに限って原始的なサンプリング分配方式を継続

し、真の権利者（委託者）への曲別の使用料分配を懈怠し続けることは、

合理的な理由なく委託者の利益を害するものであって、著作権等管理事業

者の業務運営として不相当である。 

以下、これらの点について順に詳述する。 

(2)  包括契約への誘導 – 演奏曲目を特定しない契約 

ア  著作物使用料規定取扱細則 

JASRACが定めた「著作物使用料規定取扱細則（社交場）」の４条１項

には、 

「営業者が本協会と著作物使用許諾契約を結ぶ場合は、包括的使用許諾

契約（以下『包括契約』という。）によらなければならない。」 

との定めがある（資料６）。 

このように、JASRACは、「取扱細則」を利用し、ライブハウスの経営

者と締結する契約の形態に関し、「包括契約によらなければならない」と

の制約を課していたものと思われる。 

イ  包括契約書のみを送付する運用 

実際に、JASRACは、ライブハウスの経営者に対し、一律に「音楽著

作物利用許諾契約申込書」（面積と座席数で算出した月額固定使用料の

記載欄のみがある「包括契約」の申込書）だけを送付し（資料７の１）、

それが返送されない場合の制裁を示して、１週間以内にその申込書を返

送するよう求め、包括契約の締結へと誘導している（資料７の２）。 
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ウ  専門家の鑑定意見 

この点、音楽ビジネス及び音楽著作権の専門家である東洋大学法学部

法律学科・安藤和宏准教授は、前記訴訟（東京地方裁判所平成２５年（ワ）

第２８７０４号著作権侵害差止等請求事件）の上告審において、鑑定意見書

（資料８。以下「安藤鑑定意見」という。）を提出し、以下のとおり述

べている（同 10頁）。 

「原告はライブハウスに対して、『音楽利用店の経営者の皆さまへ』と

題する書類を送付しているが、この中には『音楽著作物利用許諾契約

申込書』が同封されている。これは包括利用許諾契約であり、音楽の

利用目的や演奏方法、管理著作物の月間演奏時間、標準単位料金（客

単価）、店舗の面積、座席数等を記入すれば、店舗が原告に支払う月額

使用料が算定されるというものである（甲第 25 号証）。この書類には、

曲別許諾・曲別徴収については一切触れられていない。さらに原告の

ホームページにも、包括利用許諾契約の説明だけが記載されている。

これらの事実は明らかに原告がライブハウスの経営者に対して、曲別

許諾・曲別徴収ではなく、包括許諾・包括徴収に誘導していることを

示している。実際に、2005 年の使用料規程取扱細則（社交場）には、

第 4 条に『営業者が本協会と著作物使用許諾契約を結ぶ場合は、包括

的使用許諾契約（以下「包括契約」という。）によらなければならない。』

との規定がある。取扱細則は文化庁長官への届出も必要のない内規で

あり、原告が細則によって被用者にこの運用を義務付けていたことは

明らかである。」 

エ  上記運用の導入理由 － 事務処理の便宜 

このような運用は、委託者の保護（管理事業法１条）よりも JASRAC

の事務処理の便宜を優先するものと考えられる。 

なぜなら、上記運用は、ライブハウスの経営者との間でひとたび「包

括契約」を締結してしまえば、それ以上何らの作業も行うことなく、全

国のライブハウスの口座から固定額が自動的に引き落とされるのを待

つだけで、一網打尽的に巨額の金銭を取得することができるシステムで

あるからである（別紙スライド３の図参照）。 

オ  包括契約方式による歪み 

上記のとおり、全国のライブハウスの経営者に「包括契約」の締結を

一律に義務付ける運用を行う以上、出演者（ミュージシャン）からの許

諾申請も受け付けると、使用料を二重に徴収するおそれが生じうる。こ

のため、JASRAC は、（IT 技術が未発達な時代において）出演者から

の利用許諾申請を一律に拒否するとの運用を行わざるをえなかったも
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のと思われる（別紙スライド３の図参照）。 

ところが、JASRAC にとって、実際に演奏された楽曲をライブハウ

スに報告させて集計することは、（ITシステムが未整備の場合には）煩

瑣であり、サンプリング調査に該当した楽曲が全国各地のライブハウス

で日々多数回演奏されたと擬制する「サンプリング分配」の方法に依拠

することが簡便である（別紙スライド３の図参照）。 

しかし、次に述べるように、サンプリング分配は、実際に演奏された

楽曲の実態を正しく反映するものではなく、他人の権利の管理を委託さ

れている事業者の行う分配方式として適切でない。 

(3)  サンプリング分配の不当性 – 演奏曲目を反映しない分配 

ア  JASRAC 概論 

サンプリング分配方式では正確な分配を行うことが困難であること

は、次のとおり、JASRACについて詳述した文献（紋谷暢男編『JASRAC

概論 音楽著作権の法と管理』日本評論社、2009年）にも明記されている。 

「近時の音楽利用のデジタル化や音声認識技術の進歩等により技術

的な手段で利用作品の全量データを入手することが可能となる分野

が増加してきた。このため、JASRAC では、このような分野について

は、順次、従来のサンプリング分配から、より正確な分配が可能なセ

ンサス分配に分配方法を移行させてきており、2009 年 4 月現在、サ

ンプリング分配を実施しているのは、テレビ等におけるレコード放送、

社交場における生演奏、貸しレコード、有線ラジオ放送等の 4 つの利

用区分のみとなっている。」（同書 129頁） 

「社交場における生演奏の中でも、いわゆるライブハウスにおける利

用曲目には、日々異なる演奏者が出演して自分の作品を演奏する場合

が多いという特殊性があるため、サンプリング調査のみでは正確な分

配が行えない場合がある。」（同上） 

「JASRAC は、この分野において著作権管理を行う最大の管理事業者

として、更に管理の充実を図るべき社会的責任を負っているといえよ

う。」（同 121頁） 

イ  安藤鑑定意見 

安藤鑑定意見（14〜15 頁）は、以下のとおり、ライブハウスの特殊

性からして、そもそもサンプリング調査は分配の資料として全く適して

いないと述べている。 

「周知のとおり、ライブハウスでは出演者のオリジナル楽曲を演奏す

るのが通常の形態であり、演奏楽曲は出演者によって大きく異なるた

め、『このライブハウスで演奏されている楽曲は、ほかのライブハウ
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スでも演奏されているはずだ』という推定が働かない。つまり、ライ

ブハウスにおける利用曲目データの収集には、サンプリング調査がま

ったく適していないのである。したがって、サンプリング調査を続け

る限り、原権利者に使用料が正しく分配されないことは明白である。」 

ウ  サンプリング分配の不当性を示す実例 

(ｱ) 上記のとおり、「ライブハウス」の分野においてサンプリング方

式が不適格であることは明らかであるが、以下の各例が示すとおり、

上記運用は実際上も不相当である。 

(ｲ) ファンキー末吉の例 

上申者は、ドラマー兼作詞作曲家を務めるロックバンド「X.Y.Z.

→A」において全国ツアーを行い、自作曲を延べ数千回にわたり演

奏してきたが、２０００年４月から２０１０年３月までの１０年間

に行ったライブの日付、場所、当該期間における JASRAC からの

使用料分配実績（対象曲と分配額）を調査したところ、全都道府県

の主要なライブハウスで計２０４回ものライブを行いながら、「社交

場」での演奏の使用料は１円も計上されていなかったことが判明し

た（資料９）。 

(ｳ) 「初恋サイダー」の例 

 シンガーソングライターの「しほり」（中根しほり氏）は、人気ア

イドルユニット「Buono!（ボーノ）」1のために作曲した「初恋サイ

ダー」（資料１０）について、JASRACに管理を委託している。 

上記楽曲は、持ち歌の少ないアイドルがこぞってライブでカバー

する定番曲となっており（資料１１）、「初恋サイダー歌われすぎ問

題」との名で社会現象化し、作者が多額の印税を得ている（金の卵

を産む鶏）との憶測を呼ぶまでになっている（資料１１及び１２の

１～３）。 

ところが、実際には、「初恋サイダー」のライブハウスにおける著

作権使用料は、作曲者のしほり氏のもとに JASRAC から１円も分

配されていない（資料１２の１～３、資料１３）。 

＊ 資料１３ 

「『歌われすぎ現象』曲の明細を確認。 14 年 3 月イベント使用料

¥2531 ライブハウス使用料 ¥0 ∑(ﾟД ﾟ) 14年3〜6月分頃の配分。 

運悪く 1 円も分配されてない例ですね。ライブハウスが支払ったお

金は一体どこへ行ったのでしょう？」 

                                                   
1 人気アイドルグループ「Berrys工房」のメンバーである嗣永桃子〔つぐなが ももこ〕が

リーダーを務める３人組アイドルユニット 
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このため、同氏は、SNS 上において、「せっかく皆さんに愛され

歌っていただいているのに、ライブハウスが支払った分が、『包括契

約』のため公正に作家に分配されていない現実を、多くの人にまず

知っていただけたら嬉しいです。」と述べている（資料１３）。 

この点、上記指摘を行った同氏に対し、JASRAC の職員は、「い

つどこで誰がカバーしたかをしらべて提出すれば、計上されていな

かったぶんはお支払いできる」「調べていただければお支払いします」

との回答に終始している（資料１３）。 

＊ 資料１３ 

「私が自分で、いつどこで誰がカバーしたかをしらべて提出すれば、

計上されていなかったぶんはお支払いできる、とのことでした。 

個人じゃ把握できないデータを調べるのが JASRAC さんのお仕事

なのでは？ 

という質問には、無言で、ただ、調べていただければお支払いしま

す、の一点張りでした。」 

このように、JASRACは、委託者から管理を委託された楽曲につ

いて、委託者自身に調査を行うよう求め、それがなされない限り委

託者には使用料を分配しないことを自ら明らかにしている。 

その上、JASRAC は、ライブハウスやイベンターが JASRAC に

曲目報告を行った場合でも、記録やデータは残っておらず、それら

の資料を調査することもできない旨の説明を行っている（資料１３）。 

＊ 資料１３ 

「ライブハウスやイベンターさんが申請しているのに、ただしく作

家に還元されていない、JASRAC 問題。」 

「申請データも記録として残していないか調査もできませんとの

こと。」 

「そのように申請できるようになったのに、抽出店以外の申請デー

タは記録も残していないそうです。RT @utsuroyi: @shihori94 今や

PC が有るんだから申請書式を整えて集計すれば、きっちり計算で

きそうなのに……。」 

「申請された全データくらい権利を管理する機関としては保持し

ておくべきではなかろうか？」 

(ｴ) 海保堅太郎氏（SONALIO）の例 

 人気ポップ・ミュージックグループ「SONALIO」（メリディアン

ローグ）のリーダー兼ドラマーである海保堅太郎氏は（資料１４）、

自身のウェブページにおいて、「JASRAC の分配の不明瞭さをどう

https://twitter.com/utsuroyi
https://twitter.com/shihori94
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にかしたい」と題する以下の記事を掲載している。 

（資料１５ http://kntr.world-scape.net/?p=206JASRAC） 

「JASRACのブラックボックス 

例えばぼくのバンド「SONALIO」や、その前身である「メリディアン

ローグ」の曲の一部は JASRACに登録されている。 

そしてもちろん、今までに何十回もライブハウスでその曲たちを演

奏している。 

だから当然、ライブハウスの人たちは JASRACにお金を払っている。 

しかし、ぼくたちが JASRAC から分配された「演奏権」に関する印

税は、ここ 10年振り返っても、なんとゼロなのだ。 

明らかに矛盾している。」 

「演奏権の著作権使用料については他にも多く不満の声を聞く。 

カラオケを大音量でかけつつ、それに合わせて生バンドが演奏して

くれることにより、お客さんは生バンドで歌う体験ができる、とい

う業態で人気のお店「BAN×KARA」オーナーの滝沢杏奈さんによると 

『うちの店はカラオケ流す著作権料プラス生演奏分の著作権料でダ

ブルで毎月支払ってるよ！それが還元されてないとか』 

とのことで、使用料の「徴収」の方はかなり熱心に行われている印

象だ。それに対して「分配」がここまで杜撰だと 

『毎月きちんと JASRAC に払ってんのに還元されてないならうちの

店来てくれるアーティストに一杯奢ったほうがよくない？』 

と言いたくなる気持ちは分かる。」 

「『何十回も何百回も演奏している（されている）のに納得感のある

印税が入ってきていない』というアーティストが少なくとも複数存

在するという事実から、JASRAC の現状の分配方法に問題があるのは

間違いない。」 

エ  小括 

このとおり、JASRAC の行うサンプリング方式の使用料分配は、理

論的にも現実的にも実態を反映しないものである。 

したがって、サンプリング以外の方法が技術的に採りえない等の特段

の事情がない限り、委託者の利益を図ることを責務とする JASRAC に

おいて、サンプリング方式を用いることは相当でない。 

しかし、次に述べるとおり、サンプリング以外の方法（オンラインに

よる曲別処理システム）を採ることは容易である。 

 

 

http://kntr.world-scape.net/?p=206JASRAC
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(4)  曲別処理システムの構築の容易性 

ア  楽曲検索システムの存在 － J-WID 

JASRACは、１９９９年より楽曲検索システム「J－WID」の運用を

行っている（資料１６）。 

これを用いて楽曲を検索すると、その楽曲に関する情報を集約した画

面が現れ、作品コード、権利者、作詞・作曲・出版者、信託状況、所属

団体、管理状況（権利の種別）、作品名・副題、アーティスト名等の情

報が表示される（資料１７の１、２）。 

したがって、上記検索システム（データベースを含む。）の画面上に、

その楽曲の許諾申請ボタンを付加し、許諾システムと支払処理システム

を接続する等の設計を行えば、容易に曲別処理のシステムを構築するこ

とができる。 

イ  「コンサート」におけるオンライン曲別申請 － J-OPUS 

現に、JASRAC は、平成２７年３月３１日、「演奏利用申込／契約

施設利用曲目報告システム」（J-OPUS：JASRAC Online Program 

Used for Stage & Concert）の運用を開始し（資料１８の１、２）、コ

ンサート等での演奏について、J-WIDの楽曲検索システムと連動させ

る形で、演奏者（主催者）がオンライン上で曲別の利用許諾手続を行

うことができるシステムを利用に供している（資料１８の２）。 

＊ 資料１８の２ 

「コンサート・イベントなどで音楽をご利用になる方  

コンサートやイベントなど、各種催物で JASRAC 管理楽曲を演奏

利用される場合には、 本サービスによりインターネット上から利

用許諾手続きをお取りいただくことができます。 

ご利用になる曲目の権利情報は、曲目情報を登録する画面から

「J-WID Master」を開いてご確認いただけます。」 

このように、JASRACは、「コンサート」等のカテゴリーにおいて、

出演者がインターネットによる曲別の利用許諾申請手続を行えるシス

テムをすでに稼働させている（別紙スライド１の図参照）。 

したがって、JASRACが「ライブハウス」のカテゴリーにおいて同

様のシステムを稼働させることは容易である。 

ウ  「ライブハウス」にはオンライン曲別申請を認めていない 

ところが、JASRACは、J-OPUSにおける曲別の利用申請を「コン

サート」等に限定しており、「ライブハウス」での生演奏については

この取扱いを行っていない（資料１８の２、別紙スライド２の図参照）。 

すなわち、J-OPUS のシステムは、「ライブハウス」のカテゴリー
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につき、JASRACと「包括契約」を締結している「経営者」に対して、

曲目の「報告」を行えるサービスを提供するにすぎず、「出演者によ

る申請」や「曲別申請」は認めていない。 

＊ 資料１８の２ 

「ライブハウスなどで利用された曲目をご報告いただく方 

ライブハウスなどの飲食店で JASARC 管理楽曲を演奏利用するこ

とについて、 すでに JASRAC と包括的利用許諾契約を結んでいる

方は、本サービスによりインターネット上から利用曲目のご報告を

いただくことができます。」 

このように、JASRAC は、「コンサート」について、出演者・主催

者等がオンラインで「曲別申請」を行うシステムを稼働させながら、

「ライブハウス」については、当該システムを未だ利用者に提供して

いない（別紙スライド１及び２の図参照）。 

エ  安藤鑑定意見 

上記の点につき、安藤鑑定意見も、JASRACの規程上あいまいな「コ

ンサート」と「ライブハウス」との区別に従い後者のみサンプリング分

配を続ける JASRAC の運営について、次のように批判している。 

「原告はライブハウスとコンサート・ホールの違いを明確に定義して

いない」（13頁） 

「ライブハウスでの演奏においては、放送のように大量の音楽著作物

を利用するわけでもなく、また J-OPUS というシステムを利用すれば、

原告の管理著作物の利用者はだれでも容易に全曲報告することがで

きる。さらにコンサート・ホールでの演奏利用については曲別徴収の

ため、原告は利用者に対して全曲報告を要求している。したがって、

ライブハウスでの演奏において、サンプリング調査を行う必然性・正

当性はまったくない」（15頁） 

オ  オンラインでの使用料徴収も容易であること 

曲別処理のオンライン・システムを構築するには、申請者から曲別で

使用料を徴収するシステムも必要であるが、JASRAC のホームページ

にはすでに「使用料計算シミュレーション」が構築されていることから、

J-OPUS にも使用料計算のシステムが実装されているものと考えられ

る。また、J-OPUSでは、請求書を送付した上で使用料を徴収する手続

がすでに稼働しており（資料１９）、ライブハウスにおいても使用料の

徴収を行うことは可能である。 

加えて、オンライン・ショップ等で多様な決済システムが利用されて

いる今日、オンライン上で申請者による簡易迅速な使用料支払いを可能
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とするシステムを構築することは容易である。 

例えば、クレジット・カード、「Suica」「Edy」「nanaco」などのカ

ード型電子マネー、プリペイドのポイント等を購入するサーバー型電子

マネー、ネットバンキング、「ペイジー（Pay-easy）」等によるスマー

トフォン等での決済など、オンライン決済システムとしてすでに多数の

選択肢が用意されており、これらを一括して代行するマルチペイメント

サービス（三菱 UFJ ニコス、ペイジェント、ウェルネット、GMO ペ

イメントゲートウェイ等）も多数存在する（資料２０の１〜３）。 

したがって、J-OPUSにおいてこれらのオンライン決済サービスを利

用すれば、社交場（ライブハウス）での演奏につき、ユーザーが簡単に

利用できるオンライン曲別申請と曲別支払いのシステムを構築するこ

とは容易である（別紙スライド４の図参照）。 

カ  小括 

このとおり、JASRAC は、曲別の処理システムを設けることが容易

であるにもかかわらず、IT 技術が未発達な時代の遺物である「包括契

約＋サンプリング分配」の方式に固執し、理論的にも現実的にも演奏曲

目の実態を反映しない運用を継続することにより、使用された楽曲の委

託者に分配を行う基本的な責務を懈怠し、もって「委託者の利益を害す

る」運営（管理事業法２０条）を行っている2。 

 

  

                                                   
2 なお、JASRACからは、ライブハウスにおける演奏曲目を把握することは現実的に不可

能であるとの反論がなされることも予想される。しかし、ライブハウスにおいては、出演

者の多くが自らオリジナル曲を創作する（著作権意識の高い）プロやセミプロの音楽家で

ある上、基本的に１日に１組（多くて数組）しか出演せず、その出演スケジュールは出演

者（バンド）の名前（名称）を付して店舗ホームページ等において公開され、その痕跡（証

拠）は社会に残るのであるから、匿名の不特定多数の客が出入りして歌唱・演奏行為を行

うカラオケボックスなどと異なり、ライブハウスにおいて演奏者を把握し、利用許諾を得

るよう促すことは可能である。そして、現に「コンサート」の分野において、オンライン

の曲別申請のシステムを稼働させ、これにより実際に演奏される（された）曲目を把握す

る運用を行っているのであるから、「ライブハウス」ではこれが不可能であるとの論は成り

立たない。 
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４  利用者の利益を害する事実 – 円滑な利用を害するシステム 

(1)  出演者の曲別の許諾申請を拒否する運用 

 JASRACが「ライブハウス」における許諾申請者を「経営者」のみに限

定して、出演者からの許諾申請を拒否し、もってその円滑な利用を害して

いることは、すでに述べたとおりである。 

(2)  J-OPUS の不提供 

 JASRAC が J-OPUS の使用を「コンサート」等の利用者に限定し、こ

れを「ライブハウス」の利用者に提供せず、その円滑な利用を害している

ことは、すでに述べたとおりである。 

(3)  曲別の利用を阻害する前近代的運用 

 なお、JASRAC の規程上、ライブハウスの経営者が曲別に事前申請を

行う方式についての規定も形式的に存在しているが（利用のたびに 1 曲 1

回の使用料を支払う方式 資料２２）、上記方式は、実用に堪えない前近代

的なものであり、現実に選択可能なものではない。 

すなわち、JASRAC は、上記方式について説明したウェブページにお

いて、申請書類として「利用許諾契約申込書」と「利用明細書」が必要で

ある旨指摘するのみで、それらがどのような書式（フォーム）であり、ど

のように記載し（記載例）、どのような方法で提出すればよいのか（提出

方法）等、利用のために必要な情報を掲載していない（資料２３）。 

これに対し、JASRACは、「コンサート」における曲別許諾のウェブ案

内において、申込書類の作成、提出、使用料の支払いなど許諾申請手続の

詳細な流れを掲載しており、演奏利用申込書及び演奏利用明細書のフォー

ム並びにそれらの記入例がダウンロードできるように配慮した上、使用料

のシミュレーションもできるようにしている（資料２４）。 

このため、「ライブハウス」において曲別の許諾申請を行おうとすると、

「ライブハウス」用の書式ではない「コンサート」用の「演奏利用明細書」

を流用し、これをプリントアウトした紙に J-WID の検索画面で表示され

た楽曲の詳細情報を逐一手書きで記入して申請書類を作成し、これらのペ

ーパーを JASRAC の支部まで日々持参又は郵送する等の極めて迂遠な方

法を強いられることとなる（資料２３及び２５）。 

利用者にとって、このような不便を強いられる曲別許諾申請の方式を選

択することは、事実上困難である。 

(4)  結論 

上記の諸問題は、JASRAC が「コンサート」等について運用している

J-OPUS のオンライン曲別申請システムを「ライブハウス」にも拡張すれ

ばすべて解決するものである。 
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ところが、JASRAC はこの容易なソリューションを実行しようとせず、

合理的な理由なく円滑な利用を阻害し、もって「利用者の利益を害する」

運営（管理事業法２０条）を行っている。 

 

５  「包括契約＋サンプリング分配」のその他の問題性 — 独占禁止法の観点 

 ライブハウス経営者を包括契約に誘導する JASRAC の運用は、独占禁止法

の観点からも疑問がある。 

 周知のとおり、最高裁判所平成２７年４月２８日判決は、JASRAC と放送

事業者との包括契約につき、JASRACの主張を排斥し、「ほとんど全ての放送

事業者との間で本件包括徴収による利用許諾契約を締結しこれに基づく放送

使用料の徴収をする行為」について、「放送事業者において、他の管理事業者

の管理楽曲を有料で利用する場合には、本件包括徴収による利用許諾契約に基

づき参加人に対して支払う放送使用料とは別に追加の放送使用料の負担が生

ずることとなり、利用した楽曲全体につき支払うべき放送使用料の総額が増加

することとなる」として、「他の管理事業者の本件市場への参入を著しく困難

にする効果を有するものというべきである」と判示している。 

 最高裁の上記判断は、直接的には放送事業者についてのものであるが、その

趣旨はライブハウスにも当てはまる。なぜなら、JASRAC がライブハウス経

営者を一律に「包括契約」に誘導し、「ほとんど全ての」ライブハウス経営者

との間で「包括契約」を締結して使用料を包括徴収していること、利用者が別

途の管理事業者への使用料負担を嫌うであろうこと等の事情は、ライブハウス

でも同様であるからである。 

 実際に、わが国のほとんどのライブハウスが包括契約により JASRAC に囲

い込まれている現状において、その市場支配を切り崩すことは容易でなく、他

の管理事業者は未だ演奏権ビジネスに参入できておらず、JASRAC の独占状

態が続いている。 

（この点、曲別の申請受理・清算（徴収）を行うことのできるオンラインのプ

ラットフォームが構築されれば、他の管理事業者が演奏権ビジネスに参入する

ことは現実的に可能である。） 

 したがって、「包括契約」を基軸とする JASRACのシステムは、複数事業者

による競争を想定した管理事業法の立法の趣旨並びに独占禁止法及び上記最

高裁判決の趣旨に照らし、ライブハウスのカテゴリーにおいても改められるべ

きである。 
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６  不透明な運用（ブラックボックス処理） 

(1)  分配ルールの不開示 

 JASRAC は、社交場（ライブハウス）における分配につき、「一部の契

約店舗の利用曲目を調査」してそれを「分配資料」とするサンプリング方

式により行う等の抽象的な説明を公表するに止まり、実際に分配する際の

具体的な算定ルールを明らかにしていない（資料２６の１，２）3。 

このため、JASRACに楽曲の管理を委託した権利者も使用料を支払う利

用者も、利用者の支払った使用料がどの程度その曲の権利者に分配される

かを知りえない。 

また、JASRACは、実際に利用した楽曲の報告があった場合に、その楽

曲の使用料の分配をどのように行うか（報告された楽曲とサンプリング調

査にヒットした楽曲との間で、徴収した使用料をどのようにして分けるの

か等）等の分配のルールを公表しておらず、JASRACの会員であった上申

者がその説明を要求しても、これを拒否している。 

このような JASRAC の運用は、公共的役割を担う著作権管理事業者の

金銭処理のあり方として相当でない。 

(2)  サンプリング調査の不透明性 

サンプリング調査そのものの透明性についても疑問がある。 

JASRACは、サンプリング調査における標本（サンプル）の抽出方法に

ついて、「使用の時期、地域等を参酌し、理事会の承認を得て、細則で定め

る。」としか分配規程に規定しておらず（注 4参照）、具体的な抽出方法を

公表していない。これでは、サンプル店がどのように決められているのか、

サンプル店舗の音楽カテゴリーに偏りがないか、特定の「一部の契約店舗」

ばかりが選ばれていないか等について検証することもできない。 

そして、実際に、JASRACがサンプル調査を行う「一部の契約店舗」（注

4 参照）の選定には偏りが見られる。この点、安藤鑑定意見（14 頁）は、

以下のとおり指摘している。 

「下北沢のライブハウス『GARAGE』の経営者によると、開店から現在

（2016 年 12 月 12 日）までの 24 年間で原告の委託会社が調査のために

来店したのは、わずか 3回だそうである。一方で鑑定人がヒアリングし

                                                   
3 JASRACは、ホームページにおいて、「統計学に基づいて一部の契約店舗の利用曲目を調

査」し、そこで得た利用曲目を「分配資料としています。」と説明し、「サンプリング調査

によるものは分配規程上にその根拠を定め、実施する上でのルール等を細則等で詳細に規

定しています。」としている。しかし、分配規程においては、12条 2項に「前項第 2号に定

める第 7類社交場使用料の分配対象著作物は、抽出した標本に基づいて確定するものとし、

標本抽出の方法は、使用の時期、地域等を参酌し、理事会の承認を得て、細則で定める。」

としか定められておらず、分配に係るルールは明らかにされていない。 
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た都内のライブハウスによると、原告から 1年に 3回の頻度でサンプリ

ング調査を依頼されるそうである。…これでは実態に即した使用料の分

配が行われるはずがない。このような偏向的な調査方法は早急に是正さ

れるべきである。」 

このように、無作為抽出であるべき標本（サンプル）の選定において、

ある店舗はごく稀にしか調査を依頼されず、ある店舗はその２４倍の頻度

で調査を依頼されているとの偏向が指摘されている。 

 

７  結論 

以上のとおり、JASRAC の上記運用は、実際に演奏された管理著作物の委

託者に著作権使用料を分配せず、また実用的な曲別処理システムの提供を不当

に懈怠するものであり、「委託者の利益」及び「利用者の利益」のいずれをも

「害する」ものであるから（管理事業法２０条）、不透明なブラックボックス

処理ととともにただちに改善される必要がある。 

このため、JASRAC に対しては、社交場（ライブハウス）の生演奏に係る

管理事業について、実際に演奏された管理著作物の委託者に著作権使用料を分

配するための実用的な曲別の処理システムを整備するよう命じる業務改善命

令（同法２０条）を発出する等の適切な措置を講じられたい。 
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第４  結語 

 

 ライブハウスで JASRAC 楽曲を用いたライブを行う場合、実際に曲を演

奏するプレイヤーは許諾申請すらできず、しかもライブハウスの「経営者」

が JASRAC に支払う使用料は実際に演奏された曲のライターに分配されな

いとの構造的な矛盾に直面する。 

 そして、ライブハウス側と JASRAC との間で使用料額等について争いが

生じた場合、JASRAC の「言い値」をライブハウス側が呑まない限り、そ

の店舗がライブを開催することはできない運用になっており、これにより

JASRAC の意に反するライブハウスは事実上運営の途を閉ざされる結果と

なる。 

 このように、JASRAC は、金銭を取り立てる場面では、ライブハウスか

らの徴収をシビアに行う一方、金銭を支払う場面では、利用された楽曲を把

握して作者に正しく分配する責務を果たしていない。 

（昨今の音楽教室の問題においても、JASRAC は、使用料徴収に踏み切る

理由として、作者をリスペクトしてほしいとの点を強調しているが、

JASRAC自体、徴収した使用料を作者に正しく分配していない。） 

JASRAC が圧倒的な規模、シェア及び影響力を有するわが国最大の音楽

著作権管理事業者であり、わが国唯一の演奏権管理事業者であることに鑑み

れば、JASRAC の演奏権管理が不適切である場合、わが国の演奏権管理そ

のものが不適切であるということにほかならない。 

そして、ライブハウスという施設が、プロから高校生等のアマチュアまで

の幅広いミュージシャンに演奏・発表の機会を与え、国民にも生の音楽に触

れる身近な機会を提供し、もってわが国の音楽文化を下支えする場であるこ

とにも鑑みれば、ライブハウスにおける生演奏の健全化を阻害する運用は改

められる必要がある。 

 このため、上申者は、権利者の保護、利用の円滑化ひいては音楽文化の発

展のために、上申の趣旨記載の各命令その他の適正な措置及び指導が行われ

ることを切に望み、本上申に及んだ次第である。 

 

以上 


